
令和５年度十和田市ＵＩＪターン移住就職奨励金交付要綱

（趣旨）

第１条 市は、人口減少対策及び雇用対策の一環として、ＵＩＪターンをし、市

内事業所に就職した者に対して、予算の範囲内で令和５年度十和田市ＵＩＪタ

ーン移住就職奨励金（以下「奨励金」という。）を交付するものとし、その交付

については、十和田市補助金等の交付に関する規則（平成17年十和田市規則第

66号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

⑴ ＵＩＪターン 十和田市外で１年以上住所を有した後、本市を住所地とし

て住民基本台帳に記録し、当該住所地を生活の拠点とすることをいう。ただ

し、転勤等によるものを除く。

⑵ 市内事業所 市内に本店、支店等を有する雇用保険適用事業所をいう。た

だし、次に掲げる事業所を除く。

ア 次条に規定する交付対象者の一親等又は二親等に当たる者が経営する事

業所

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13

項に規定する接客業務受託営業を行っている事業所

ウ 政治団体又は宗教団体に該当する事業所

⑶ 転勤等 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま、職

種、職務内容又は勤務場所が変更されるもの及び自己の雇用先の事業所に従

業員としての地位を保持したまま、他の企業の事業所において当該事業所の

業務に従事することをいう。

（交付対象者）



第３条 奨励金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、

次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

⑴ 令和４年10月１日以降にＵＩＪターンをした者。

⑵ 奨励金の交付の申請をした日から起算して５年以上継続して本市に居住す

る意思を有すること。

⑶ 令和５年１月１日以降に、雇用期間に定めのない１週間の所定労働時間が

30時間を超える雇用契約を市内事業所と締結し、当該市内事業所で３か月以

上就労した者であること。ただし、雇用契約の締結後３か月を経過しないう

ちに当該市内事業所から市外の事業所に転勤となった場合において、その者

が引き続き転勤後の事業所に就労し、雇用契約の締結から３か月以上経過し

たときは、当該市内事業所で３か月以上就労したものとみなす。

⑷ 市区町村税に滞納がないこと。

⑸ 十和田市暴力団排除条例（平成23年十和田市条例第39号）第２条第３号に

規定する暴力団員でないこと。

⑹ 同一世帯の家族等の転勤等により、本市に転入し就職する者でないこと。

⑺ 新規学校卒業者でないこと。

⑻ 公務員でないこと。

⑼ 過去に奨励金の交付を受けていないこと。

⑽ 国、県、市等から移住就職の奨励に関する補助金、奨励金等の交付を受け

ていないこと。

（奨励金の額等）

第４条 奨励金の額は、交付対象者１人あたり10万円とする。

（奨励金の交付の申請）

第５条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和６

年３月31日までに、令和５年度十和田市ＵＩＪターン移住就職奨励金交付申請

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。



⑴ 住民票（世帯全員のもの）の写し

⑵ 就労証明書（様式第２号）

⑶ 誓約書（様式第３号）

⑷ 雇用保険被保険者証の写し

⑸ 市区町村税に滞納がないことを証する書類

⑹ 申請者の本籍が本市である場合は戸籍の附票、本籍が本市でない場合は住

民票の除票の写し

⑺ その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、市が保有する前項第１号、同項第５号及び同項第６号に掲げる書類

に関する情報を利用することについて、申請者の同意があったときは、当該書

類の提出を省略させることができる。

３ 奨励金の交付の申請は、同一世帯において１人に限るものとする。

（奨励金の交付の決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、奨励金の交付の可否を決定し、令和５年度十和田市ＵＩＪターン移住

就職奨励金交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとす

る。

（奨励金の交付の決定の取消し）

第７条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができる。

⑴ 偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

⑵ 令和６年３月31日までに次条の規定による奨励金の請求をしないとき。

⑶ 奨励金の申請をした日から起算して５年未満で転出したとき。ただし、や

むを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

２ 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、令和５

年度十和田市ＵＩＪターン移住就職奨励金交付決定取消通知書（様式第５号）



により、交付決定者に通知するものとする。

（奨励金の返還）

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に

定める奨励金の額の返還を命ずるものとする。

⑴ 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき 奨励金の全額

⑵ 奨励金の申請をした日から起算して３年未満で転出したとき 奨励金の全

額

⑶ 奨励金の申請をした日から起算して３年以上５年未満で転出したとき 奨

励金の半額

（奨励金の請求）

第９条 交付決定者は、奨励金を請求しようとするときは、令和５年度十和田市

ＵＩＪターン移住就職奨励金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければな

らない。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年４月５日から施行する。


